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【居宅介護支援】
モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的
に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

ア 少なくとも１月に１回、利用者に面接すること。
イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該
当する場合であって、少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用
者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるも
のとする。
(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合

意を得ていること。
ａ 利用者の心身の状況が安定していること。
ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、
担当者から提供を受けること。

ウ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。
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【介護予防支援】
モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継
続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回、利用者に面接すること。

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービス
の提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）について、少なくとも連続する
２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利
用者に面接することができる。
(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。
ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）においては、可
能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第１１７条第１項に規定する指定介護予防通所
リハビリテーション事業所をいう。）を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあ
っては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

オ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。
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【居宅介護支援・介護予防支援】
〔解釈通知〕
■テレビ装置等を活用して面接を行う場合においても、利用者の状況に変化が認められた場合等
は、居宅を訪問することによる面接に切り替えることが適当

■テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」等を遵守。

■テレビ装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下に掲げる事項について留意すること。

①文書により利用者の同意を得る必要あり。その際には、テレビ電話装置等による面接のメリッ
ト・デメリットを含め、具体的な実施方法（居宅への訪問は２月に１回等）を懇切丁寧に説明す
る。なお、利用者の認知機能が低下している場合は、同意を得ることが困難と考えられる利用者
については、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として想定されない。
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②利用者の心身の状況が安定していることの確認は、主治医等による医学的な観点からの意見や
以下の事項等も踏まて、サービス担当者会議等において総合的に判断することが必要である。
・介護者の状況の変化がないこと
・住環境に変化がないこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等を含む）
・サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変化が無いこと

③テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、利用者がテレビ電話装置等を介して、利用者の
居宅において対面で面接を行う場合と同程度の応対ができる必要がある。テレビ電話装置等の操
作は、家族等の介助者が操作を行うことも可。

④テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できない利用者の健康状態や
住環境等の情報については、サービス事業所担当者からの情報提供により補完する必要がある。
担当者の同意を得るとともに、担当者等の過度の負担とならないよう、情報収集を依頼する項目
や情報量について留意が必要。
◇サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、「情報連携シート」を参考にす
る。
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⑤主治医、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービス担当者会議のほか、利用
者の通院や訪問診療への立会時における主治医への意見照会や、サービス事業所の担当者との日
頃の連絡調整の際の意見照会も想定されるが、いずれの場合でも、合意に至るまでの過程を記録
しておくこと。
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